
議案第４号 

   へき地手当等に関する規則の一部改正について 

 

  令和４年３月10日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   ６年ごとに実施することとされているへき地学校、準へき地学校及び指

定学校（以下「へき地等学校」という。）の指定の見直し等、所要の改正

をしようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

(１) へき地等学校の級別区分等の指定を見直すこと。（別表第１、別表

第２及び別表第３関係） 

(２) へき地等学校の統廃合に伴い、廃止される学校を削除すること。（別

表第１、及び別表第３関係） 

(３) へき地等学校の移転に伴い、所在地を変更すること。（別表第１関

係） 

 

第３ 施行期日等（附則関係） 

(１) 令和４年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

(２) 級別区分等が引き下がる学校等に引き続き勤務する職員について、

見直し前に受けていたへき地手当の月額を保障する経過措置を設ける

こと。（附則第２項関係） 
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へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月 日                                                

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則 

 へき地手当等に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

    小学校     小学校 

 所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

  所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

 

  ［略］    ［略］  

 県南教  ［略］     県南教  ［略］    

 育事務 大田代小学校 奥州市江刺田原  ［略］   育事務 興田小学校 一関市大東町鳥海  ［略］  

 所  ［略］  ［略］    所  ［略］  ［略］   

  梁川小学校  ［略］     梁川小学校  ［略］   

        胆沢愛宕小学

校 

奥州市胆沢若柳   

 沿岸南    ［略］   沿岸南 栗林小学校 釜石市栗林町  ［略］  

 部教育 有住小学校  ［略］    部教育 有住小学校  ［略］   

 事務所      事務所     

 宮古教  ［略］   宮古教  ［略］  

 育事務  ［略］  ［略］  ［略］   育事務  ［略］  ［略］  ［略］  

 所 大川小学校 下閉伊郡岩泉町大川    所 川井小学校 宮古市川井   

   ［略］  ［略］      ［略］  ［略］   

  赤前小学校 宮古市赤前  ［略］       ［略］  

  新里小学校  ［略］     新里小学校  ［略］   

  川井小学校 宮古市川井         

  小川小学校  ［略］     小川小学校  ［略］   

   ［略］  ［略］      ［略］  ［略］   

 県北教  ［略］   県北教  ［略］  

 育事務  ［略］  ［略］  ［略］   育事務  ［略］  ［略］  ［略］  

 所 小軽米小学校  ［略］    所 小軽米小学校  ［略］   

        中野小学校 九戸郡洋野町中野   

        大野小学校 九戸郡洋野町大野   

  林郷小学校  ［略］     林郷小学校  ［略］   

        帯島小学校 九戸郡洋野町帯島   

  向田小学校  ［略］     向田小学校  ［略］   
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    中学校     中学校 

 所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

  所管教

育事務

所 

学 校 所在地 級別区分 

 

  ［略］    ［略］  

 中部教 

育事務 

     中部教 

育事務 

沢内中学校 和賀郡西和賀町沢内字

太田 

２級  

 所 湯田中学校  ［略］ １級   所 湯田中学校  ［略］ １級  

  沢内中学校 和賀郡西和賀町沢内字

太田 

        

       県南教 興田中学校 一関市大東町鳥海 １級  

       育事務     

       所     

 沿岸南  ［略］     沿岸南  ［略］    

 部教育      部教育     

 事務所      事務所     

 宮古教 釜津田中学校 下閉伊郡岩泉町釜津田  ［略］   宮古教 川井中学校 宮古市箱石  ［略］  

 育事務 重茂中学校  ［略］  ［略］   育事務 重茂中学校  ［略］  ［略］  

 所 川井中学校 宮古市箱石    所     

   ［略］       ［略］    

 県北教  ［略］  ［略］  ［略］   県北教  ［略］  ［略］  ［略］  

 育事務 浄法寺中学校  ［略］    育事務 浄法寺中学校  ［略］   

 所      所 中野中学校 九戸郡洋野町中野   

        大野中学校 九戸郡洋野町大野   

    共同調理場     共同調理場 

 所管教

育事務

所 

共同調理場 所在地 級別区分 

  所管教

育事務

所 

共同調理場 所在地 級別区分 

 

  ［略］    ［略］  

 中部教

育事務

所 

西和賀町沢内

学校給食共同

調理場 

和賀郡西和賀町沢内字

泉沢 

２級   中部教

育事務

所 

西和賀町総合 

給食センター 

和賀郡西和賀町沢内字

大野 

１級  

  ［略］    ［略］  

 県北教

育事務

所 

久慈市山形地 

区学校給食セ 

ンター 

 ［略］  ［略］   県北教

育事務

所 

久慈市山形地

区学校給食セ

ンター 

 ［略］  ［略］  

        洋野町大野学

校給食センタ

― 

九戸郡洋野町大野   

           

           

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 
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    小学校     小学校 

 所管教育事務所 学 校 所在地   所管教育事務所 学 校 所在地  

 盛岡教育事務所  ［略］    盛岡教育事務所  ［略］   

      中部教育事務所 土淵小学校 遠野市土淵町  

 県南教育事務所 興田小学校 一関市大東町鳥海   県南教育事務所    

  広瀬小学校  ［略］    広瀬小学校  ［略］  

 沿岸南部教育事

務所 

横田小学校 

栗林小学校 

 ［略］ 

釜石市栗林町 

  沿岸南部教育事

務所 

横田小学校  ［略］  

 宮古教育事務所 小本小学校 下閉伊郡岩泉町小本       

 県北教育事務所  ［略］  ［略］   県北教育事務所  ［略］  ［略］  

  帯島小学校 九戸郡洋野町帯島    鳥海小学校 二戸郡一戸町中里  

    中学校     中学校 

 所管教育事務所 学 校 所在地   所管教育事務所 学 校 所在地  

 盛岡教育事務所  ［略］    盛岡教育事務所  ［略］   

 県南教育事務所 興田中学校 一関市大東町鳥海       

 宮古教育事務所 小本中学校 下閉伊郡岩泉町小本       

 県北教育事務所 夏井中学校 久慈市夏井町       

 ［略］ 

別表第３（第２条関係） 

 ［略］ 

別表第３（第２条関係） 

    小学校     小学校 

 所管教育事務所 学 校 所在地   所管教育事務所 学 校 所在地  

 中部教育事務所 土淵小学校 遠野市土淵町   宮古教育事務所 小本小学校 下閉伊郡岩泉町小本  

 県南教育事務所 胆沢愛宕小学校 奥州市胆沢区若柳       

 県北教育事務所 普代小学校  ［略］   県北教育事務所 普代小学校  ［略］  

  中野小学校 九戸郡洋野町中野       

  大野小学校 九戸郡洋野町大野       

  鳥海小学校 二戸郡一戸町中里       

    中学校     中学校 

 所管教育事務所 学 校 所在地   所管教育事務所 学 校 所在地  

 県南教育事務所 江刺南中学校 奥州市江刺区藤里   宮古教育事務所 岩泉中学校 下閉伊郡岩泉町岩泉  

  江刺東中学校 奥州市江刺区玉里    小本中学校 下閉伊郡岩泉町小本  

 県北教育事務所     県北教育事務所 夏井中学校 久慈市夏井町  

  普代中学校  ［略］    普代中学校  ［略］  

  中野中学校 九戸郡洋野町中野       

  大野中学校 九戸郡洋野町大野       

    共同調理場     共同調理場 

 所管教育事務所 共同調理場 所在地   所管教育事務所 共同調理場 所在地  

 県北教育事務所 普代村学校給食

センター 

 ［略］   県北教育事務所 普代村学校給食

センター 

 ［略］  

        

  洋野町大野学校 九戸郡洋野町大野       
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 給食センター    

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの

規則による改正後のへき地手当等に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定によるへき地手当の月額（以下「施行

日以後のへき地手当の月額」という。）が施行日の前日におけるへき地手当の月額（以下「施行日前のへき地手当の月額」とい

う。）に達しないこととなるもの（改正後の規則の規定によりへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。）の施行日以

後のへき地手当の月額は、改正後の規則第３条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校又

は共同調理場に引き続き勤務する場合（当該学校又は共同調理場の移転があった場合を除く。）においては、施行日以後のへき

地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間（改正後の規則の規定によりへき地手当の支給を

受けないこととなる者については、施行日以後）、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額とする。 
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へき地手当等に関する規則の一部改正について 

R4.2.9 人事委員会事務局  

１ 趣 旨                                            

 ・ 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地等に所在し、へき地手当等が支給

される市町村立学校又は共同調理場（以下「へき地学校等」という。）の指定は、へき地教育振興法

施行規則により、おおむね６年ごとに見直すこととされている。 

 ・ 今般、前回見直しを行った平成 28年４月１日から６年が経過することを踏まえ、教育委員会から

の申請に基づき、令和４年４月１日からのへき地学校等の指定を見直すものである。 

 

２ へき地手当等の概要                                      

 (１) へき地手当等の目的 

教育の機会均等の趣旨に基づき、かつ、へき地における教育の特殊事情に鑑み、へき地教育に

優秀な人材を確保し、へき地における教育振興と教育の水準の向上を図ろうとするもの。 

 (２) へき地手当等の概要 

へき地手当等は、指定基準の合計点数により級別区分等が決定され、当該区分等に応じた支給

割合が定められている。 

級別区分等 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 準へき地 指定※ 

支給割合 18％ 15％ 12％ ９％ ６％ ３％ － 

指定基準の

合計点数 

200点 

以上 

160～ 

199点 

120～ 

159点 

80～ 

119点 

45～ 

79点 

35～ 

44点 

30～ 

34点 

※ 指定：へき地、準へき地と比較し、交通の条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない度合が低い

ため、へき地手当に準ずる手当のみ支給 

 

  ① へき地手当 

    へき地等学校に勤務する教職員に対し、級別区分に応じ支給される手当 

○ 手当額の算定方法：（給料の月額＋扶養手当の月額）×支給割合 

  ② へき地手当に準ずる手当 

    へき地等学校への異動や勤務するへき地等学校の移転に伴い住居移転をした場合、６年以内の

期間支給される手当（へき地手当との併給が可能） 

   ○ 手当額の算定方法：（給料の月額＋扶養手当の月額）×３％ 

    ※ 異動等の日から起算して５年に達した後は１％の支給割合に減じる。 

 (３) へき地等学校の指定基準 

    へき地等学校は、当該学校の所在地のへき地条件の程度を測定する「基準点数」と、基準点数

の算定方法では補足し難い特別のへき地条件を測定する「調整点数」を合計した「合計点数」に

より指定される。（６年ごとに見直しを実施。直近の見直しは平成 27年に実施。） 

   ※ 共同調理場は、最寄りの小・中学校の級別区分等により指定を行う。 
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３ へき地学校等の指定案                                    

(１) へき地学校等の指定（案）の状況 

区分 ５級地 ４級地 ３級地 ２級地 １級地 準へき地 指定 合計 

現級地 － － ３ 13 45 17 13 91 

新級地 － － ３ 12 52 12 ７ 86 

 

(２) 級地指定に変更を生じる学校等 〔26〕 

① 級地の上がる学校等 〔15〕 

市町村 学校等名 現行 案 主な要因 

遠野市 土淵小学校 指 準 バス運行経路の変更 

西和賀町 沢内中学校 １ ２ 教育委員会の位置変更（沢内⇒湯田） 

奥州市 胆沢愛宕小学校 指 １ 最寄りバス停の変更 

一関市 
興田小学校 準 １ 

教育委員会の位置変更（大東⇒一関） 
興田中学校 準 １ 

釜石市 栗林小学校 準 １ 遠距離通学児童の割合増 

宮古市 
川井小学校 １ ２ 

教育委員会の位置変更、金融機関の変更 
川井中学校 ２ ３ 

洋野町 

中野小学校 指 １ 鉄道運行回数減（９⇒８回） 

大野小学校 指 １ 
教育委員会の位置変更（大野⇒種市） 

帯島小学校 準 １ 

中野中学校 指 １ 鉄道運行回数減（９⇒８回） 

大野中学校 指 １ 

教育委員会の位置変更（大野⇒種市） 洋野町大野学校

給食センター 
指 １ 

一戸町 鳥海小学校 指 準 教員数の減 

 

② 級地の下がる学校等 〔４〕 

市町村 学校等名 現行 案 主な要因 

西和賀町 
西和賀町総合給

食センター 
２ １ 

共同調理場の移転に伴う最寄りの学校

の変更 

岩泉町 
小本小学校 準 指 

最寄り診療所の変更 
小本中学校 準 指 

久慈市 夏井中学校 準 指 バス運行経路の変更、都市近郊調整 
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③ 新たに指定される学校等 〔１〕 

市町村 学校等名 案 主な要因 

岩泉町 岩泉中学校 指 統合による遠距離通学児童の割合増 

 

④ 学校統合により廃止となる学校等〔６〕 

市町村 学校等名 現行 備 考 

奥州市 

大田代小学校 １ R4.3 閉校⇒田原小学校に統合 

江刺南中学校 指 
R4.3 閉校⇒江刺第一中学校に統合 

江刺東中学校 指 

宮古市 赤前小学校 １ R4.3 閉校⇒津軽石小学校に統合 

岩泉町 
大川小学校 ２ R4.3 閉校⇒岩泉小学校に統合 

釜津田中学校 ３ R4.3 閉校⇒岩泉中学校に統合 

※ 統合先の学校が級地指定を受けるのは、岩泉中学校（指定地）のみ。その他は無指定。 

 

４ 施行期日等                                          

(１) 施行日 

令和４年４月１日から施行する。 

(２) 経過措置 

  級地が下がる学校又は無指定となる学校に引き続き勤務する職員については、見直し前に受け

ていたへき地手当の月額を保障する経過措置を設ける。（これまでと同様の取扱い） 

 経過措置適用対象となる学校等は以下のとおり。 

・ 岩泉町立小本小学校（準⇒指） 

・ 岩泉町立小本中学校（準⇒指） 

・ 久慈市立夏井中学校（準⇒指） 

  なお、へき地手当に準ずる手当については、今回の見直しにより、見直し前にへき地学校等に該

当していたが、見直し後にへき地学校等に該当しなくなるものが存在しないため、経過措置を設け

ない。 
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